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今年の最低賃金（都道府県別）について、引き上げ額の目安が出されました。 

 

≪最低賃金改定の流れ≫ 

今回のテーマ「最低賃金2022年」について 

 

2022 年度 

中央最低賃金審査会 

回数 開催日 

第 1回 6/28 

第 2回 7/12 

第 3回 7/19 

第 4回 7/25 

第 5回 8/1 

       

都道府県の地方審議会 

8 月中旬 

～下旬 

今年の最低賃金（都道府県別）

が発表になりましたら、 

お知らせ致します。 

    

10月適用開始です 


